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分野別計画

法定計画等

（国・都）

生物多様性基本法

前期基本計画

（令和 ～ 年度）

第５次長期総合計画

第三次緑の基本計画・生物多様性戦略
令和 ～ 年度

都市計画マスタープラン

令和 年度～

整合

すべての分野別計画は、

連携を図り策定される

農業振興計画、景観計画、地域防災計画 など

■他の関連計画

都市計画法都市緑地法環境基本法

東
久
留
米
市
の
計
画

■関連する国・都の施策・計画等
【環境省】
・地球温暖化対策計画
・気候変動適応計画
・ヒートアイランド対策大綱 など
【国土交通省】
・緑の政策大綱
・第 次新社会資本整備重点計画
・グリーンインフラ推進戦略 など
【外務省】
・持続可能な開発目標（ ）
実施指針改定版 など

【東京都】
・東京都環境基本計画
・ゼロエミッション都庁行動計画
・みどりの新戦略ガイドライン
・東京が新たに進めるみどりの取組
・都市づくりのグランドデザイン
・みどりの新戦略ガイドライン
・緑確保の総合的な方針（改定）
・都市計画公園・緑地の整備方針（改定） など

即した分野別計画

緑地保全計画（平成 年度～）

凡 例

計画策定の背景

生物多様性保全
活動促進法

生物多様性国家戦略

（改定作業中）

地方公共団体は（中略）国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体

の区域の自然的社会的条件に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する

法第５条

都市緑地法運用指針

（前略）人と自然が共生し、環境への負荷

が小さく、緑豊かで美しく風格のある都市

を形成するため 中略 緑地の保全及び緑

化の推進が図られるべきである。 １ １

整備、開発及び

保全の方針（都）

市町村は（中略）市町村の都市計

画に関する基本的な方針を定め

るものとする（法第 条の２）

（前略）都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針

を定めるものとする（法第６

条の２）

市町村は（中略）緑地の保

全及び緑化の推進に関す

る基本計画を定めることが

できる（法第４条）

政府は（中略）環境の保全

に関する基本計画を定め

なければならない（法第１５

条）

第五次環境基本計画

地方公共団体は（中略）区域の自然的社
会的条件に応じた環境の保全のために必
要な施策を、これらの総合的かつ計画的
な推進を図りつつ実施するものとする（法
第36条）

東久留米市環境基本条例

様々な立場の人々が互いに連携し、生
物多様性の保全のための活動（地域連
携保全活動）を促進することで、それぞ
れの地域における生物多様性の保全
を図る。

第二次環境基本計画

平成 ～令和 年度

東京都生物多様性地域戦略

（改定作業中）

東久留米市のみどりに
関する条例

•�この計画は、都市緑地法に基づき、東久留米市第5次長期総合計画を上位計画とし、同計画を緑の面から
実現するための基本計画として位置づけています。

•�関連計画である「東久留米市第二次環境基本計画」「東久留米市都市計画マスタープラン」「東久留米市
農業振興計画中間見直し」等との施策や目標などの整合を図ります。

•�生物多様性国家戦略は、国際的な枠組みづくりや全国的な視点が記載されており、生物多様性の重要性
や危機の構造の考え方、生物多様性の保全及び持続可能な利用の課題、目標、基本方針、行動計画等を
踏まえ、東久留米市における生物多様性の特性や危機について、とりまとめます。

•�生きものを守ることと、その生息地となる「水や緑」を守ることは相互に深く関連するため、生物多様
性地域戦略を、緑の基本計画に包括するかたちで作成します。

資料１ 計画の位置づけ
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